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町
田
市
議
の
政
務
活
動
費

●
「違
法
な
い
し
不
当
」
な

支
出
が
あ
っ
た
と
し
て
、
市

民
団
体
が
２８
日
、
市
議
会
の

８
会
派

（過
去
の
会
派
も
含

む
）
に
計
約
７
９
５
万
円
を

い
る
。

政
活
費

監
査
講
求

返
還
命
令
判
決
踏
ま
え

今
回
、
１８
年
度
以
降
の
全

会
派
の
領
収
書
を
調
べ
た
と

こ
ろ
、
判
決
が
政
活
費
で
支

出
で
き
る
の
は
２
分
の
１
と

な
っ
た
２０
年
度
以
降
も
、
一

「

イ
ー
●

〓

関

部
、
不
適
切
な
支
出
を
し
て

い
た
会
派
が
あ
っ
た
と
し
て

１８
～
２２
年
度
の
支
出
の
一
部

の
返
還
を
求
め
て
い
る
。

指
摘
さ
れ
た
額
が
計
約
２

１
１
万
円
で
最
も
多
か
っ
た

ま
ち
だ
市
民
ク
ラ
ブ
の
戸
塚

二
人
代
表
は
取
材
に

「
（市

議
会
が
策
定
し
た
）
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
支
出
し
て

き
た
。
ま
だ
請
求
の
詳
細
は

把
握
し
て
お
ら
ず
、
中
身
を

見
て
今
後
判
断
す
る
」

ノ

オ
一
。

Ｉ
ｔ
サ
押こ

の
日
記
者
会
見
し

団て
は
、
裁
判
も
視
野
に

る
」
と
話
す
。

政
活
費
は
市
が
各

に
、
所
属
議
員ll月 ユ 日乞″売舞作溜1」ヽ・0

月
６
万
円
＾

る
。

（西
田
有
塁
）


